
地域からマイナンバー制度に声を揚げていくこと

2017。2.4 関口 博 (国立市議会議員 )

1、 議会から行政に対 して制限をかける

・国は、自治体にカー ドを使 う施策を促 しているので、議会で追及する

証明書コンビニ交付 (補助金をつけて促す)

→ 各 自治体にアンケー ト調査 し、無駄な出費であることを公表。後述

図書館カー ドに使 う (自 治体 としてメリットがないため進まない)

地域ポイン トカー ドを付与する (費用がかかるため進まない)

2、 庁内連携では、従前通 り庁内番号で行つている。マイナンバーを使用 していない。

マイナンバーがあることで、庁内で不 自由していること等のアンケー ト調査を各

自治体にさせ、公表する。

3、 市民にマイナンバー制度が経済的に無駄であること、カー ド携帯で危険があるこ

とを知らせる → 議員の会報に書くよう促す。

4、 事業者に対 してマイナンバー制度に乗 らなくてもいいことを知 らせる
。確定申告時にマイナンバーをかかなければいけないと思っている事業者が多数。

市報で知 らせるわけがないので、議員会報で知 らせる。

/



コンビニ交付算定の根拠 2017年 2月  資料 1

年間証明書発行数   165, 000枚

2016年 3月 算定時

10年間で算定

●機器類関係費

初期費用・更新時費用   41, 200, 000(更 新時 1000万 円含む)

保守

機器 リース費

25, 920, 00o
34, 260, 00o

負担金 (J一 LIS)_  3o2_Ω 002_p00
合計 131, 380,00o

●特別交付税 (国からの補助金) 3年間 事業費の半額 5000万 円上限

25,400, Ooo

●コンビニ事業者への負担金

証明書 1枚 200円 の うち 123円 をコンビニヘ手数料 として支払 う
コンビニ発行数   130, 00o枚 :    13, 000(1年 間)

130,Ooo枚 X @123 =約 16,000,00o‐ ― 一 ― ③

●コンビニ交付事業費合計

①―②一③
131, 380, 000-… 25,400,000+16,000,000

=約 122,000, 000

●証明書 1枚当た りの単価 (10年平均 )

122, 000, 000÷ 130, 000 = 約 940円

①

②
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2017年 2月 1日

世田谷区長 保 坂 展 人 様

共通番号制度を考える世田谷の会

(連絡先)世田谷市民運動・いち気付 (■L3706-7204)

「共通番号制度」への対応についての質問書

世田谷区は2014年9月「世田谷区における社会保障・税番号制度の導入について (中

間報告)Jで、「適確な個人情報保護を前提に、必要な措置を講じるとともに、個人情報保

護を最優先に対応するJとする一方で、「最大限、番号制度 (個人番号、個人番号カー ド、

法人番号、マイ・ ポータルの利用等)を活用する」基本方針を明らかにしました。

私たちはこの「前のめりJな活用方針に驚き、会を結成 L/201だ年平10月 17日に以下の

要望を提出して、番号制度利用は慎重に進めるよう区との話含いを行つてきました。

1)現行の住基カードで行つている以上の独自利用は行わず、番号制度の実施1犬況をみな

がら、区民の意見を聞きつつ利用を検討すること

2)区民が自らの個人情報の利用をコントロープレできるようにすること

3)DVや ス トーカー等の被害につながらないための措置を明らかにすること

4)個人番号カー ドの普及は慎重にし 任意交付の原則を守り、」―LISへの委任はせず、

不正利用対策をすること

5)住民登録がなく個人番号やカー ドのない人へのサービス提供に対応すること

6)番号制度の費用対効果を明らかにすること

7)区行政内の情報連携で番号制度は利用しないこと

8)不正アクセスや漏えいの危険がある中間サーバーの共同イじを利用 しないこと

9)マイ・ ポータルを利用できない人の権利保障や情報漏洩・不正利用防止策をとること

10)どのように使われるかわかりやす<周知し、特定1固人情報保護評価はすべての利用事

務についてパブコメを実施すること

11)実施の延期を国に要望し、区として個人情報保護措置を検討すること

話含いの中で、以下の回答を受けてきました。

・「最大限活用」は改め、2015年 2月 の「報告Jでは「最大限」は削除した

・ DV被害者等への「通知カード」送付は適切に対応する。関係部署と検討を進める

・個人番号カー ドの普及は図るが、3年で30万枚交付は方針ではな <「見積もり」である

・証明書のコンビニ交付は行うが、並行して自動交付機も残しカー ドの普及状況を勘案し

検討する。その他の独自利用は慎重に進めてい<
・ 区行政内での番号の記録は住基と税に限り、その他はこれまでと同様とする

・ 中間サーバーの共同化は利用するが、接続経路は新たに設置する一つの連携システムに

限定臥 集中的かつ強固なセキュリテイ体制を確保する。警察からの照会があつても文

書により対応する。

・特定個人情報保護評価書のパブコメは、当初国の指針より短い3週間としたが期間を延

長する。区特集号を発行し制度全般についての区民意見も間<
・個人情報保護を最優先に対応し独自の保護措置の必要性や内容を研究してい<。 セキュ

ロ

I

十



リティ対策や職員の研修などの対応を実施する。特定1国人情報保護評価の第二者点検に

おける個人情報保護審議会の意見は国に伝えてい<。

私たちの要望を受け改善された点もありますが、マイ・ ポータルの利用等は国の検討待

ちとされ、自己情報コン トロールの保障などは法律の問題で区としての回答は困難とされ

てきました。

2015年 10月 から個人番号通知、2016年 1月から個人番号利用や個人番号カー ド交付

がはじまり、私たちが指摘した問題が起きています。

・通知カードは大量の返戻が発生し、いまだ受け取れない人がいる。DV被害者等への通

知は、急遠1カ月間特例措置が取られたが利用できなかつた人も少な<ない。

・個人番号カー ドは普及優先の無理な交付計画と委任先のJ―LISのシステム トラブルで、

交付に半年以上かかる異常事態となつた。「正常化」 しても交付に1カ月かかる(住基カ

ードでは 1～2週間)。

・個人番号カー ドは、国は本年度まで30∞万枚の交付予算を取りながら8%程度しか普

及していない。証明書のコンピニ交付は費用対効果の疑間から16%程度の自治体しか

利用せず、全国的に自動交付機が廃止されるなど住民サービス低下が起きている。

・利用開始しても申請書類に個人番号を記入しない、できない区民も少なくない。個人番

号記入をめぐり行政機関や勤務先・取引先、金融機関等の窓□で トラブノレが発生し、そ

の結果就労できな<なるなどの不利益が発生している。

・特定個人情報保護評1面書は区民に理解は困難で、「住民の信頼の確保」という評1面の目的

は達成されていない

・ J―LiSのシステム トラブブレが続き、」―LISみずから原因をテス トの不足やシステムを作つ

た5社の連携不足、住基ネットヘの過信と公表するなどガバナンスヘの疑間が広がり、

国、自治体、」―LIS、 業者の責任の所在の曖昧さが表面化した。中間サーノヾ―の設計資

料等は自治体に公開されず、プラックボックスになつている。

・ 事業者からの番号の漏洩やイ固人番号カー ドの成りすまし取得が発生し、マイすンバー関

連の詐欺が多発している
。2015年6月の年金1固人情報125万件の漏洩後、自治体にもセキュリティ対策の強化が

求められているが遅れが指摘されている。年金事務での利用が 1月からはじまつたが、

会計検査院は年金機構の対策の不備を指摘している。

・ 利用開始前にもかかわらず2015年9月に番号法が改正され、特定健診や銀行日座への

付番などに利用を広げた。さらに個人番号カードのポイントサービスや図書カード、入

場規制などの利用など、社会保障と税のための制度という説明とは異なる利用拡大が検

討され、どこまで利用が拡大するか市民にはわからな<なつている。

・ プライバシー侵害への不安が広がり、マイナンバーの利用差し止めを求める違憲訴訟が

全国ではじまっている。

総じて、住民は行政や勤務先にカー ドと本人確認書類を提出する手間と費用が増え、行

政機関は本人確認事務の負担が増え、事業者にはマイナンバーの収集管理の手間と費用と

責任が1曽え、目的とされた行政事務の効率化と国民の利便性向上に疑間が広がつています。

「



世田谷区は1976年に全国に先駆けて区外との通信回線による結含を原則禁止する「電

算条例」を制定して、区民の情報は区民福祉のために使い「国民総背番号制Jにはつなげ

ない姿勢を明確にしました。住基ネットに対してもセキュリテイ対策条例を制定して、関

係機関等へのセキュリティ対策の報告要求や調査を規定し、漏えいや不正利用のおそれが

ある場合は区長が住基ネットの停止など独自に必要な措置をとることも規定してきました。

個人情報保護条例のもと個人情報の外部との回線結含を原則禁止 し、審議会で収集も目的

外利用も外部提供も委託も「必要最小限か」「理由は妥当か」「事務の効率性のみ優先して

いないか」など点検し、回線結含についても「他に手段はないか」「区民福祉向上に資する

かJ「提供先の個人情報保護は大文夫か」などを厳し<チェックして進めてきました。マイ

ナンバー制度に対しても、これら世田谷区の姿勢は引き継がれるべきです

今年から、情報提供ネットワークシステムによる行政機関間での情報連携やマイナポー

タルの利用が予定されています。私たちは、世田谷区が番号制度の危険性をrs~lまえて個人

情報保護を最優先に対応をするとともに、国に対して制度の見直しを求めることを要望し

ています。そのために以下の質問をいたしますので、2月28日までに文書で回笞するとと

もに、説明の場をもつて<ださい。

【質 問 事 項 】

[1]通知カー ドについて

(1)送付結果 (送付件数、再送付件数、受け取りにきた件数、廃棄された件数、等)。

(2)返戻された理由の内訳件数 (宛て先不明、保管期間超過、受取拒否、等)

(3)通知が届かなかつた世帯に対する調査などの対応1犬況。その結果職権消除した件数

[2]個人番号カー ドについて

(1)交付申請件数と交付件数。交付件数のうち電子証明書の申請件数

(2)交付の際に顔認証を利用した件数6その結果、同一人と認められなかつた人数。

(3)申請したが受け取りをしていない件数とその理由

(4)個人番号カー ドの独自利用の検討 1犬況

(5)証明書のコンピニ交付、自動交付機それぞれの交付枚数。コンピニ交付に要する費用。

(6)昨年の個人番号カー ド交付の遅れに対する区の見解

(7)企業等における個人番号カー ドの一括申請を行つているか、また今後の予定

(8)職員証と個人番号カードの一本イじを検討 しているか

(9)個人番号カー ド交付に要した費用と、そのうち国の補助金の額

[3]個人番号の利用について

(1)条例による独自利用事務の一覧と、今後の追加の検討状況

(2)条例利用事務の提供範囲を限定する「限定条1列Jを検討 しているか

(3)窓□で番号記入を得られない場合の取り扱いをどうしているか

[4]情報提供ネットワークシステムの利用について

(1)運用テス トの予定とテストの状況、2017年 4月までにテストは完了するか

(2)利用によりどのように事務が効率化されるか。区民はどのような書類が不要になるか。

(3)区行政内の他の部署に対する法別表第二の事務の情報提供は、従来どおり区行政内で

提供するか、情報提供ネットワークシステムを介して提供するか

る 
‐
3‐



(4)地方税法綬 2条で地方税情報の守秘義務があり、提供は法律で本人が行政機関に報

告を行う義務がある場合と本人同意がある場合のみ認められている。条例利用事務で

本人同意はどのようにとるか。法別表第二の事務で本人同意を要する事務があるか。
[5]中間サーバーについて

(1)2015年 3月23日の情報公開・ 個人情報保護審議会の答申では、
・ 中間サーバーの1犬況が明確になり地方自治体の対応ができる環境になるまではしばら

<制度実施を保留又は延期するよう、区が国に要求する必要性について考慮されたい。
・特定1固人情報保護評価書の中間サーノヾ―のリスク対策の記載は、国の情報のみに頼る

ことな <、 J― LISが どのようなチェックを経ているのかなど、区の意見を、国や

J一 LiSに 上げる必要性などについても考慮されたい。
・ 中間サーノヾ―の安全性について疑義が生じた場合には、マイナンノヾ―の利用停止など

も貪め、根幹に遡って議論 じ直す必要があることを考慮されたい

とされていた。これらにどのような対応をしたか。

(2)特定1国人情報保護評価書では、特に慎重な対応が求められる情報については自動応答

を行わないように、自動応答不可フラグを設定することになっている。どのような情

報に設定するか。設定した情報の提供を求められた場合にどう対応するか。

[6]マイナポータルについて

(1)利用の検討1犬況。「子育てワンス トップサービス」の検討 1犬況

(2)/Ak共施設でのキヨスク端末などの設置予定

(3)成 りすましや本人と利益相反する任意代理人による利用の防止策を検討しているか

[7]個人住民税に係る特別徴収税額決定通知書へのマイナンバー記載について

(1)特別徴収義務者である事業者の、個人番号の安全管理措置の実施状況を調査している

か。安全管理措置が不備な事業者に通知することは、漏洩や不正利用をまねかないか。

(2)通知に記載を行なうか。記載 して通知する場合、送付は普通郵便か、書留か。それぞ

れの費用の概算はい<らか。

(3)事業者に対しマイナンノヾ―の提供を拒否している従業員についても通知することを、

個人情報保護の立場からどう考えるか。

(4)事業者にマイナンバーを通矢日しなければならない理由は何か。

[8]世田谷区としての個人l情報保護対策について

(1)特定個人情報保護評価における2015年3月23日の世田谷区情報公開・個人情報保

護審議会の点検結果 (答申)への対応1犬況

(2)区におけるマイナンバー制度運用の基本方針の検討状況

(3)2015範月16日の私たちへの説明で、担当課長はマイナンバーのリスク・ 危険性

についての周知の不足を認められたが、その後の広報とこれからの周知の予定。

(4)個人情報保護を最優先に対応する立場から、自己'情報コントロールのために区として

検討 している対策があるか。

(5)不正利用や漏洩、詐欺等が発生した場合の区民の通報窓□はどこか。通報を受けて区

として調査・ 回笞や被害の拡大の防止はどのように行なうか。

(6)個人番号の変更申請を認めるか否かの基準があれば示されたい。



総 行 住 第 185号

総 行 情 第 .68号

平成 28年 9月 16日

各 都 道 府 県 知 事 殿

総 務 大 臣

(公 印 省 略 )

マイナンバーカー ドを活用した住民サービスの向上と地域活性化の検討について (依頼)

平素よリマイナンバー制度の運用、特に平成 28年 1月 からのマイナンバーカー ドの交付事務につ

きましては、地方公共団体の皆様に多大なご尽力をいただき、深く感謝申し上げます。

マイナンバーカー ドには、用途が法律で定められた事務に限定された「マイナンバー」部分と、民

間事業者も利用できる「マイキー」部分 (「公的個人認証機能による電子証明書」と「ICチ ップの空

き領域」)力 あ`ります。この 「マイキーJ部分には大きな可能性があると考えてお り、これにより例

えば、電子的な確定申告である e―Taxや住民票の写し等のコンビニ交付をはじめとする自治体の様々

なサービスを受けることが可能になります。

まず、コンビニ交付サービスにつきましては、公的個人認証機能による電子証明書を活用すること

で、これまでより容易に導入することができるようになってお ります。全国各地のコンビニで各種証

明書が取得可能となるコンビニ交付サービスのメリットを、多くの国民に実感 していただくためには、

全国の市区町村における導入を目指すことが必要と考えてお りますので、未導入団体におかれまして

は、導入に向けた早期かつ積極的な検討をお願いします。 (詳細は別紙 1参照)

さらに、「マイキー」部分を使つて、一枚のカー ドで自治体や商店街などの様々なサービスを活用

できる情報基盤である「マイキープラットフォーム」についても、その実証事業に要する経費が8月

24日 に閣議決定された平成 28年度第 2次補正予算 (案)に計上されたところです。併せて、この事

業では、民間事業者のポイン トを地域経済応援ポイン トとして地域商店街等で活用できる仕組みであ

る自治体ポイン ト管理クラウドの実証も行 うこととしており、この実証事業への積極的な参加をお願

いします。 (「地域経済応援ポイン ト導入による好循環拡大プロジェク ト」詳細は別紙 2参照)

また、平成 29年 7月 から本格運用が開始されるマイナポータルを活用 した住民サービスの向上と

行政事務の効率化も期待されるところです。まずは子育て等に関する施策から順次、行政サービス等

の検索・閲覧サービスや、各種手続のオンライン申請での受付を推進 していただきたいと考えていま

す。平成 29年 7月 より、全団体においてマイナポータルを活用した子育てワンス トップサービスを

導入 していただくよう、早期かつ積極的な検討をお願いします。 (詳細は別紙 3参照。)

ついては、これらの施策について、導入を積極的にご検討いただくとともに、貴都道府県内の市区

町村に対しても、この旨周知いただきますようお願いいたします。

9
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外部との連携が不可欠な部分については、先進自治体、関係企業 (日 本郵便、関連ベン

ダー、カード会社、航空会社等)商店街、地方公共団体情報システム機構 (J―LIS)、 全国市長

会、全国町村会などの関係者や有識者も参加し議論。

【会議開催実績】

第1回  平成28年 10月 3日 (マイキープラツトフオーム関係)

第2回  平成28年 10月 6日 (子育てワンストップ関係)

第3回     〃   (コ ンビニ交付関係)

第4回  平成28年 10月 20日 (子育てワンストップ関係)

第5回  平成28年 10月 31日 (コンビニ交付関係)

第6回  平成28年 11月 17日 (子育てワンストツプ関係)

第7回  平成28年 12月 2日 (マイキープラツトフオーム関係

第8回  平成28年 12月 8日 (子育てワンストツプ関係)

第9回  平成28年 12月 13日 (コンビニ交付関係)
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庁舎における自動交付機
(キオスク端末)の設置促進

昇予111‐||1  攀

諸鞣義静撃
= 

華町
・ 今後参加団体数が増加する見込みを踏まえ、平成29年度から負担金総額

を10%削 減。負担金の減額幅は小規模市町村に配慮。

.(含『1写覆勢曇蠣富篠瑾薔L轟翼奮雪弘?二ごどこ鯉金1楽し粂討

・
:国

民の利便性向上・市区町村の業務効率ILにつながる庁今自動交付機諄

1置の検討を要請         ‐

ず上き

る

こ鋼
円ヵ、ら
後

万

∴
界
―．ｈ
マ

ヽ
…

瑾

ｆ

多くの国民にマイナンバTカードの利便性を実感いただくため、①マイナポータルにおける

子育てワンストツプサービス②コンビニ交付サービス③マイキープラットフオームに関し:全国

躍

=馬

出塁1:こ昇究行菓毎tl竜管理電蓄蹴 秀    
室長等で構成するプロジエク
曇を取りまとめる。

(基本コンセプト)コンピニ交付サービスの全国展開を推進し,国民が「いつでも・どこでも口なんでもJ肛明書等の交付

サービスを受けることが‐ る環境の構築を目指す.

交付可能証1明書類の統T
(戸籍証明書導入の促進)

J―自Sの提案を踏まえ、民間事業者が「廉価版戸籍コンピニ交付システム」

め導入を検討(費用は最大5割削減)。 平成29年度サービス開始予定。

【導入拡大に向けた新たな目標】

・ 国民の利便性向上のため、最終的には全市町村がコンビニ交付に参加するよう導入を促す。

・ 当面の目標としては、平成29年度から平成31年度までの3年間を集中取組期間として設定し、本アクシヨンプログラムに基づき、コンピ

二交付未参加団体の導入を促進。平成31年度末における実施団体の人日の合計が1億人を超えることを目指す。



平成29年 7月から全地方公共団体において子育てワンスト

"け
―ビスを導入し、積極的に運用  :

0 「子育てワンストッ:力錆寸タスクフォース」で取りまとめた対象手続にカロえ、本チームで検言寸した

オンライン化に311染む手続を加え、平成29年 7月以降実施する対象手続として整理。

○ 地方公共団体の具体的な検討を推進するため、地方公共団体が平成28年 10月上旬時点で

必要な情報等につして、ヒアリングを実施し、関係府省での課題整理で活用。

(主なヒアリング結果)

・平成29年度予算要求に必要となるシステム改修範囲等の明示
0電子申請0お知らせにおけるリレール (オンラインでの署名・送達・受理日等)の提示

・子育てワンスゆプに係る事務処理要領等の提牙、

O地 方公共団体向け説明会 (11月 14日 、都断 県。東京23区・指定都市担当者向け)及び

関係事業者向け説明会 (11月 2日 014日 )を実施。

O地 方公共団体職員と双方向で1青報共有すること力可 能な機能のサービスを開始。

(地方公共団体の課題0困質上を把握し、必要な対応に係る1青報提供等を〒つている)

: 平成29年 7月からの全地方公共団体1こおける子育てワンストッラリービスの導入に向けて、 :
:本チームの場晰シ樵ンP壌ジ静ふ」として、以下を取りまとめる (詳細は次頁)。       i
i 饉灘璽閣難       Й擁窪斃難量整金塞鋒妻還三塞箋整難伽鸞靭働Iz置盤   :

・地方公共団体の平成29年度予算編成、電子申

請 。お知らせ機能のシステム対応への情報提供

制度所管府省
・子育てワンス トツプ実施による事務処理要領等

の修正、地方公共団体への情報提供

・システム改修範囲の確認 。特定個人情報保護

評価の見直し範囲の確認、対応

・事務処理要領等の変更

・法令の確認、条例整備・改正

・担当者への教育

・電子申請 。お知らせ機能及び

マイナンバーカー ド取得に係る広報

《更なるワンストツカ ービスの検討・業務改革 (BPR)の推進》

○ 平成29年 7月からの子育てワンストッ3リービスに加え、‖頂次、対象分野の拡大を検討していく。

○ より効率的かつ質の高い行政サービスの実現に向けて、地方公共団体間で異なる運用・様式・システムの

標準化・共同化に向けた取組を推進する。
  //

《関係府省及び地方公共団体の主な実施事項》

・地方公共団体のシステム改修等に必要な経費に

対する地方財政措置 (特別交付税措置 )

。子育てワンス トップにおけるルール (オンライ

ンでの署名・送達・受理日等)の情報提供

地方公共団体

タスク 文寸燿漂



脅灘難倉機醤鏡

不
急
な
事
業
計
画
を
見
直
し
繁
忙
職
場
●
∴
員
要
求
に
応
え
よ

新
規
事
業
上
事
業
●
拡
鷲
は
彙
　
整
備
が
必
一要

よ
り

2017年 1月 17目 (史 )

予算人員要求 (企総区民総会)

企
総
区
民
分
会
領
域
で
は
住
民
記
録

・
戸
籍
課
や

出
張
所
に
加
え
、
危
機
管
理
室

・
政
策
研
究
調
査
識

・
情
報
政
策
課
等
で
ト
ー
タ
ル
”
名
以
上
の
人
員
要

求
を
し
て
い
ま
す
．
掲
げ
る
政
策
は
と
も
か
く
、
増

加
す
る
行
政
需
要
に
伴
う
人
員
措
置
な
し
で
は

「ワ
ー

ク
・
ラ
イ
ア
バ
ラ
ン
ス
」
が
泣
き
ま
す
。
新
規
事
業

以
前
に
現
碁
の
強
化
を
す
べ
き
で
す
。

守
イ
ナ
ン
パ
ー
は
行
政
の

「効
率
化
」
を
謳
っ
て

い
ま
す
が
、
一翼
局
面
で
は
事
務
量
増
で
大
変
な
事
態

に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
主
管
課
で
あ
る
住
民
記
録

■
戸
籍
豫
は
昨

年
度
連
日
静
時
ま
で
残
業
し
て
い
た
の
が
、
著
干
改

善
さ
れ
て
も
９
時
ま
で
残
業
と
い
う
状
況
。
中
に
は

日
付
が
変
わ
る
ま
で
勤
務
せ
ぎ
る
を
得
な
い
職
員
も
‘

今
で
も
区
民
か
ら
の
連
目
の
闘
い
合
わ
せ
へ
の
対

応
と
、
国
か
ら
の
遅
い
指
示
に
対
し
て
現
場
に
は
迅

速
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
昨
年
に
続
き
苦
労

し
て
い
ま
す
。　
一
昨
年
は
通
知
力

‐―
ド
の
交
付
で
滉

乱
し
ま
し
た
が
、
現
在
は

「
マ
イ
ナ
ン
パ
ー
カ
ー
ド
」

の
交
付
に
加
え
外
観
人
関
係
の
カ
ー
ド
を
含
め
異
動

に
伴
う
並
行
運
用
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

り
、
帳
票
も
複
雑
・
多
数
で
あ
り
、
従
来
か
ら
多
種

多
様
な
業
務
を
扱
っ
て
い
る
出
張
所
は
神
経
を
す
り

減
ら
し
て
対
応
し
て
い
ま
す
。
区
民
も
三
度
三
度
足

を
運
ぶ
こ
と
も
あ
り
、
待
ち
時
間
も
椎
実
に
増
え
、

サ
ー
ビ
ス
低
下
と

い
え
ま
す
が
、
圏

は

「メ
リ
ッ
ト
い
っ

ば
い
可
隼
ノン
バ
■
』

と
宣
伝
し
て
い
ま

す
ｏ一

方
で
マ
イ
ナ
ン
パ
ー
制
度
に
対
す
る
昔
情
も
。

昨
年
暮
れ
か
ら
年
末
調
整
や
銀
行
手
続
き
で
マ
イ
ナ

ン
パ
ー
が
必
要
と
言
わ
れ
た
が

（投
資
信
託
等
の
特

定
目
座
や
非
課
税
目
塵
の
開
設
ヽ
マ
ル
優
や
財
形
貯

金
の
利
用
、
国
井
送
金
な
ど
で
は
、
告
知
義
務

の
中

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
が

あ
り
）
通
知
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
や
捨
て
て
し
ま
っ

た
と
い
う
区
民
が
窓
口
に
殺
到
し
て
い
ま
す
。

あ
る
区
氏
は
、

「国
人
番
号
」
を
教
え
て
く
れ
」

と
窓
口
に
来
庁
し
ま
し
た
。

「役
所
が
自
分
た
ち
が

楽
を
す
る
た
め
に
勝
手
に
番
号
を
つ
け
た
の
だ
か
ら
」

と
い
う
の
で
す
。

「通
知
カ
ー
ド
の
再
交
付
や
住
民

票
の
交
付
に
手
数
料
が
か
か
る
旨
を
説
明
す
る
と

「受
け
取
っ
て
い
な
い
の
に
再
交
付
」
と
は
何
だ
‥

と
激
高
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
高
齢
者
に
と
っ
て
も
酷
な
状
態
で
す
。
あ
る

お
年
寄
り
は

「銀
行
か
ら
マ
イ
ナ
ン
パ
ー
を
と
言
わ

れ
た
が
通
知
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
。
自
分
は
足
が
悪

い
か
ら
窓
口
に
は
行
け
な
い
。
ど
う
し
て
も
電
話
で

教
え
て
く
れ
」
と
目
き
ま
せ
ん
。

参

し

考資料と

て転載

こ碑織瞬紙 1よ再彙織を使離れでいます
"
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マ
イ
ナ
ン
パ洲¶＝川「日＝ＦＩ川「引側翻轟
では保管
されたまま
です。
（通知
カード

〓

１^

卜

〓

ユ

０

‥
Ｉ

＞

』

Ｉ

Ｒ

′

　

・
Ｐ
　

，

４
ｒ

Ｆ

Ｅ

Ｆ

の
数
字
は
昨
年
１０
月
の
時
点
）
１
７
０
万
世
帯

は
全
国
で
な
つ
た
８
％

と
い
え
ば
麗
国
４
県
の
世
帯
数
に
匹
敵
し
ま
す
。

動
き
だ
し
て
１
年
を
経
て
も
こ
れ
だ
け
の
規
模

赤
ち
や
ん
か
ら
お
年
寄
り
、
在
書
外
国
人
も

含
め
国
内
に
住
民
票
が
あ
る
金
て
の
人
に
１２
構
の

番
号
を
割
り
当
て
、
複
数
の
行
政
機
関
が
税
や
社

会
保
障
の
個
人
情
報
を
管
理
す
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

創
度
の
導
入
か
ら
、
１
御
で
１
年
と
な
り
ま
し
た
。

法
定
受
託
事
務
で
あ
り
、
社
会
基
盤
整
備
の
た

め
と
し
て
一
一
一
区
も
・
面
で
報
道
の
と
お
り
懸

命
に
希
望
者
に
交
付
す
る
顔
写
真
入
り
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
に
奮
関
し
て
い
ま
す
が
、
申

請
し
て
も
受
け
取
り
に
来
な
い
、
外
国
人
が
多
い
、

人
目
が
多
い
、
な
ど
大
都
市
な
ら
で
は
の
問
題
も

あ
り
ま
す
。

カ
ー
ド
取
得
数
は
、
管
理
シ
ス
テ
ム
の
不
具
合

も
あ
っ
て
国
内
人
目
の
８
％
程
度

〈昨
年
１２
月
２７

爵
時
点
で
観
万
枚
。
■
■
■
区
で
は
昨
年
ｌｏ
月
時

点
で
５
万
５
千
枚
）
と
伸
び
悩
ん
で
い
ま
す
。
申

請
件
数
も
全
国
で
１
１
４
３
万
件
に
と
ど
ま
つ
て
´

お
り
、

１０
人
に
１
人
程
度
し
か
申
請
し
て
い
な
い

こ
と
に
な
り
ま
す
。

（政
府
の
目
標
の
３
分
の
１

程
度
）

「通
知
カ
ー
ド
」
は
、
全
体
の
約
２
・
８

％
に
当
た
る
約
１
７
０
万
世
帯
に
属
い
て
い
ま
せ

ん
。
　
総
務
省
に
よ
る
と
、
通
知
カ
ー
ド
は
全
国

の
市
区
町
村
を
通
じ
て
約
５
９
６
８
万
世
帯
に
発

送
し
ま
し
た
が
、
配
達
時
に
不
在
で
そ
の
後
も
連

絡
が
取
れ
な
い
世
帯
や
、
住
民
票
の
あ
る
住
所
と

実
際
の
居
住
場
所
が
違
う
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、

約
１
７
０
万
世
帯
の
通
知
カ
ー
ド
が
、
自
治
体
な

の
人
が
自
分
の
番
号
を
知
ら
さ
れ
ず
置
き
去
り
に

な
っ
て
い
る
こ
と
自
体
が
問
題
で
す
が
、
交
付
が

始
ま
る
た
昨
年
１
月
以
降
、
シ
ス
テ
ム
障
害
が
相

次
ぎ
、
市
区
町
村
で
の
交
付
業
務
が
選
滞
が
生
じ
、

申
請
か
ら
受
け
取
り
ま
で
■
■
■
区
も
含
め
半
年

か
ら
数
力
月
待
た
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
出
て
い
ま
し

た
。
主
管
課
や
窓
賢
と
し
て
は
交
付
に
時
間
が
か

か
っ
た
こ
と
で
幸
辣
な
批
判
に
対
応
せ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
で
し
た
。

政
府
は
ト
テ
ブ
ル
は
解
消
し
て
い
る
と
い
い
ま

す
が
、
多
く
の
税
金
を
投
じ
た
シ
ス
テ
ム
が
開
始

早
々
不
調
に
陥
っ
た
こ
と
は
、
個
人
情
報
を
扱
ラ

制
度
の
安
全
性
と
信
頼
性
を
機
本
か
ら
疑
わ
せ
る

も
の
で
す
。
国
の
今
年
度
の
第
２
次
補
正
予
算
案

で
、
障
害
を
お
こ
し
た
カ
ー
ド
発
行
シ
ス
テ
ム
の

改
修
ｏ
補
強
、
カ
ー
ド
の
利
用
健
進
な
ど
の
た
め

に
１
５
０
億
円
以
上
を
計
上
し
、
来
年
度
予
算
に

は
カ
ー
ド
の
交
付
円
滑
化
や
利
用
促
進
に
盟
億
円

を
盛
り
込
む
予
定
で
す
。
既
に
数
千
億
円
が
投
じ

ら
れ
た
マ
イ
ナ
ン
パ
ー
で
す
が
、
そ
の
原
関
の
十

分
な
解
明
も
検
証
も
な
い
段
階
で
、
追
加
の
税
金

を
投
じ
る
の
は
、
あ
ま
り
に

「泥
織
式
」
で
は
な

い
で
し
よ
う
か
。
こ
れ
で
は
、
シ
ス
テ
ム
の
不
具

合
が
起
き
る
た
び
に
、
際
限
な
く
税
金
を
投
入
す

る
事
態
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

「
マ
イ
ナ
ン
パ
ー
カ
ー
ド
」
は
い
ま
の
と
こ
ろ
身

分
憲
明
以
外
に
使
い
道
が
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ま
ざ

ま
な
個
人
情
報
が
詰
め
込
ま
れ
る
カ
ー
ド
を
持
ち

歩
く
方
が
紛
失
、
盗
難
な
ど
の
リ
ス
タ
を
高
め
ま

す
。
そ
ん
な
危
う
い
カ
ー
ド
を

「く
ら
し
が
便
利

に
な
る
」
こ
と
ば
か
り
強
講
し
、
大
規
模
な
普
及

に
力
を
入
れ
る
政
府
の
や
り
方
は
、
住
民
の
プ
ラ

イ
パ
シ
ー
を
保
護
す
る
姿
勢
と
か
け
離
れ
て
い
ま

す
。
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
．
カ
ー
ド
の
申
請
を
済

ま
せ
た
人
は
全
体
の
わ
ず
か
１４
％
で
、
前
向
き
に

使
お
う
と
い
う
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
な
い
結
果
と
な
っ

て
い
ま
す
。
理
由
を
開
く
と
、

「い
ず
れ
中
請
す

る
予
定
」
と
い
う
回
答
が
約
３
割
。
し
か
し
、
ほ

ぼ
同
数
が

「カ
ー
ド
を
作
る
メ
リ
ッ

‐卜
を
感
じ
な

い
」
と
答
え
て
い
ま
す
。

多
く
の
人
は
マ
イ
ナ
ン
パ
ー
を
日
常
的
に
使
ラ

機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
必
要
性
を
感
じ
て
い
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
情
報
の
漏
え
い
な
ど
へ
の
懸
念
は

強
く
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
も
広
が
り
ま

せ
ん
“

安
倍
政
権
は
カ
ー
ド
普
及
の
た
め
に
、
コ
ン
ピ

ニ
で
住
民
票
が
取
れ
る
と
か
、
保
育
所
入
所
の
手

続
き
に
使
え
る
と
か
、
売
り
込
み
に
懸
命
ど
な
っ

て
い
ま
す
。
国
家
公
務
員
等
の
身
分
識
明
書
を
マ

イ
ナ
ン
パ
ー
カ
ー
ド
に
す
る
の
も
そ
の
一
環
で
す
。

国
民
が
持
た
ぎ
る
を
得
な
く
な
る
機
能
を
カ
ー

ド
に
載
せ
、
よ
っ
て
マ
イ
ナ
ン
パ
ー
覇
度
の
普
及

を
図
ろ
う
と
い
う
の
で
す
。
カ
ー
ド
が
な
い
と
必

要
な
証
明
が
取
得
で
き
な
く
な
る
か
の
よ
う
な
宣

伝
ま
で
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
買
い
物
の
ポ
イ
ン

ト
や
選
書
館
の
貸
し
出
し
、
健
康
保
険
議
な
ど
と

の
連
携
も
検
討
し
て
い
ま
す
。
利
用
対
象
を
広
げ

れ
ば
広
げ
る
ほ
ど
個
人
情
報
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ

ま
す
。
普
及
に
ば
か
り
力
を
入
れ
る
政
府
の
や
り

方
は
、
あ
ま
り
に
も
無
責
任
で
す
。

（企
総
区
民

盆

要

鐘

票

）

「Ｔ
イ
ナ
ン
バ
ー
」は

，
ど
う
な
っ
て
い
●
か
Ｔ

霧 E■ ■ ■■
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事 務 連 絡

平成 28年 H月 25日

各都道府県市区町村担当課 御中

総務省自治税務局市町村税課
・

平成 29年度分以降の個人住民税に係る特別徴収税額決定通知書

(特別徴収義務者用)の送付に関する留意事項について (通知 )

平成 29年度分以降の個人住民税に係る特別徴収税額通知書 (特別徴収義務者用)(地

方税法施行規則 (昭和 29年総理府令第 23号)様式 第二号様式)については、個人番

号が記載されることとなります。

特別徴収税額通知書の送付に際しての留意事項について、下記のとおり通知しますの

で、適切に対応いただきますようお願いします。

貴都道府県におかれては、各市区町村に対して、この旨を周知するとともに、適切な

取組へ向けた助言等をお願いします。

なお、本通知は地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 245条の4(技術的な助言)

に基づくものです。

口己

1 市町村が特別徴収義務者に提供する個人番号の取扱いについて

平成 29年度分以降の特別徴収税額通知書 (特別徴収義務者用)においては、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成 25年法

律第 27号、以下 「番号法」という。)第 19条第 1号の規定に基づき、個人番号利用

事務実施者である市区町村から個人番号関係事務実施者である特別徴収義務者へ個

人番号が提供されることになります。

また、特別徴収義務者は番号法第 9条第 3項の規定において、「当該事務を行 うた

めに必要な限度で個人番号を利用することができるJと されてお り、当該通知書によ

り提供を受けた従業員の個人番号については、地方税に関する事務以外の事務に利用

することはできません。

また、特別徴収税額通知書により、従業員の個人番号の提供を受けることをもつて、

特別徴収義務者における個人番号の取得が免除される訳ではなく、個人番号を取得で

きていない従業員については、引き続き、個人番号の取得に努めていただく必要があ

ります。

これらのことについて、特別徴収義務者の理解 と協力を得ることが必要であること
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から、平成 29年度分以降の特別徴収税額通知書の発出時において、個人番号の取扱

いについて記載された文書 (記載例 1)を同封するなど、周知を徹底 していただきま

すようお願いします。

2 特別徴収税額通知書の送付にかかる留意点について

(1)送付について

個人番号利用事務実施者である市区町村は、番号法第 12条に基づき、個人番号の

漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人番号の適切な管理のため、必要な措置を講じ

ることとされています。

また、個人番号関係事務実施者である特別徴収義務者においても、同条に基づき、

必要な措置をとる責務が課されていることから、従業員に個人番号を取 り扱わせるに

当たっては、安全管理措置が適切に講 じられるよう、個人番号を取り扱 う事務の範囲

を明確にした上で、事務取扱部署や担当者をあらかじめ定めることとされています。

(仮に、送付先 (宛名)を 「担当部署名や担当者名」でなく「○○会社」とされた場

合、安全管理措置が適切に講 じられていない部署で開封されてしまう恐れがありま

す。)

上記を踏まえ、番号法第 27条第 1項による特定個人情報保護評価書等に基づき、

特別徴収税額決定通知書 (特別徴収義務者用)を適切に送付いただくとともに、個人

番号の適切な管理を行 う観点から、同通知書の送付にあたり、特別徴収義務者におい

て定める個人番号を取り扱 うこととされた部署や担当者に確実に到達するよう、正確

な送付先 (宛名)の把握をお願いします。

(2)誤配達された場合の取扱いについて

上記 2(1)の 対応が行われていても、万一、特別徴収税額通知書が誤配達された

場合については、郵便法 (昭和 22年法律第 165号)の規定に基づき、誤配達を受け

た者は、原則当該通知を開封することなく、①誤西己達の旨を表示した上で、郵便差出

箱 (郵便ポス ト)へ差し入れるか②誤配達の旨を会社 (郵便局等)へ通知する必要が

あります。

市区町村におかれては、特別徴収税額通知書を郵送する際の封筒に「特別徴収税額

通知書在中Jや上記の旨 (記載例 2)を記載いただくなど、誤配達があった場合の取

扱いについて、周知の徹底をお願いします。

「

‐

乙 暴
二

辱 テ

‐ ‐ 疇 ‐ ‐ 暉 ‐ ‐ 暉 ‐ ‐ ‐ ‐ 口 ‐ ‐ ‐ 口 ‐ 口 ‐ ‐ 口 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ロ ロ ‐ ‐ ‐ ‐ 颯 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 瞑 口 ‐ ‐ ‐ E‐ ロ ロ ‐ ‐
■

|

○郵便法 (昭和 22年法律第 165号 )

(誤配達郵便物の処理)

第四十二条 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便

差出箱に差 し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

2 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、

その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
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(3)電子化の推進について
` 

特別徴収税額通知書 (特別徴収義務者用)を電子的にT正本」通知することについ

ては、平成 28年 7月 15日 付け総務省 自治税務局市町村税課長通知「個人住民税にお

ける特別徴収税額決定通知書 (特別徴収義務者用)の電子化推進についてJ(総税市
第 65号)で示 したとおり、特別徴収義務者の事務効率化や特定個人情報保護等の観
点からも積極的に取り組んでいただきたいと考えてお りますので、平成 29年度対応
のための予算確保やシステム改修等を行っていただくようお願ぃします。

連絡先

総務省自治税務局市町村税課

前川、齋藤

員∃言舌: 03-5253-5669
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(記載例 1)

個人住民税 の特別徴収義務者 (事業者)の皆 さまへ

1 個人番号の利用 目的について

市区町村から特別徴収税額通知書 (特別徴収義務者用)に より通知される納税義務者

の個人番号は、特別徴収に係る事務に限り使用することができ、たとえ本人の同意があ

つたとしても、それ以外の事務 (社会保障など)には使用することはできません。

※番号法第 9条第 3項

(前略)法令又は条例の規定により、別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団

体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執

行機関による第一項又は前項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人

番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされ

た者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該

事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

2 特別徴収義務者の個人番号の収集について

特別徴収税額通知書 (特別徴収義務者用)に より個人番号を取得 した場合でも、特別

徴収義務者は納税義務者の個人番号を収集する責務はなくなりませんので、本人から個

人番号の収集ができていない従業員については、引き続き個人番号の収集に努めるよう

お願いいたします。

※番号法第 6条

個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団

体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとす

る。

(記載例 2)

本通知書を受け取 られた方が、記載の宛名にお心当たりのない場合、郵便物を開封せ

ず、表面に誤配達である旨を記載 した付せん等を貼つていただき、郵便ポス トに投函

するか、誤配達があったことを最寄りの郵便局等へご連絡 ください。
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某
゛
増
後
伸
最
錮
）
二
「駆
面
嘔
和
」
佃
野
製
慕
拍
後
貧
）
鵬
↓
３
）

。桑
０
４
ゴ
ｐ
ｅ
呻
黛
掏
後
樹
朧
後
（―
て
ハ
ホ
ヽ
レ
）中
申
く
軍

里
版
Ｃ
響
平
菫
ｅ
く
軍
ｅ
伸
最
咽
ｅ
事
轟
戻
奪
ｃ
畢
曜
翠
Ю
卜
〓
増
二
相
報
椰

′佃
野
Ю
卜
轟
腱
押
中
細
く
軍

。卜
悩
ニ
ツ
長
傘
――……Ｅ
判
欅
二
）
慕
抱
軒
朧
集
中
申
く
軍
里
最
錮
ｅ
黎
曜
翠
ｃ
壼
ヽ
せ
卜
Ｆ
ｏ
Ｎ
貧
）

。桑
榊
粂
暉
£
後
劇
同
輝
ミ
掏
後
二
緊
酵
姜
輝
薄
降
鋼
優
専

′口
０
鶴
里
判
可
二
繕
Ｄ
峯
騨
里
趣
肛
中
中
牌
く
軍
↑
）

（椰
回
却
題
狐
Ｃ
イ
版
郎
凶
凶
ｅ
ｏ
Ｎ
Ｅ
縮
長
長
）

買
ν
■
０
里
経
器
（―
て
ハ
ホ
ヽ
レ
）中
申
く
軍
ｅ
イ
伸
景
層
事
揮
要
輝
ｅ
苺
菫
撃
】

/7

|



攀 鷲θイアtlみ
【新聞定価 lヵ 月 4,037円 (本体価格3,738円 十消費続299円 )】 1部売り(消費税込み)朝刊140円 夕刊50円 嘩 3m認 可〕

中
野
一〓臨
時
　
　
再
逮

東
京
都
中
野
区
の
情
報
シ
ス
テ
ム
で
盗
み
見
た
１
人
暮
ら
し
の
女
性
宅
に
侵

入
し
た
と
し
て
、
警
視
庁
捜
査
１
課
は
■
日
、
元
同
区
臨
時
職
員
、
高
橋
健

一

部
被
告
（２９
）＝
同
区
中
野
５
、
別
の
強
制
わ
い
せ
つ
罪
な
ど
で
起
訴
――
を
区
個

人
情
報
保
護
条
例
違
反
と
住
居
侵
入
の
容
疑
で
再
逮
捕
し
た
。
女
性
約
５０
人
分

の
個
人
情
報
が
高
橋
容
疑
者
の
パ
ソ
コ
ン
（Ｐ
Ｃ
）
な
ど
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の

が
見
つ
か
り
、
同
課
が
目
的
な
ど
を
調
べ
て
い
る
。

【神
保
圭
作
、
深
津
誠
】

た
下
着
の
画
像
デ
ー
タ
を

押
収
し
た
。
調
べ
に
対
し

黙
秘
し
て
い
る
と
い
う
。

区
に
よ
る
と
、
高
橋
容

疑
者
は
１４
年
１
・
０
月
～
１５
年

３
月
に
臨
時
職
員
と
し
て

雇
用
さ
れ
、
電
柱
に
設
置

し
た
住
所
表
示
板
の
点
検

業
務
に
従
事
。

１６
年
３
月

に
再
雇
用
さ
れ
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る

業
務
を
担
当
し
て
い
た
。

い
ず
れ
の
期
間
も
区
の
情

報
シ
ス
テ
ム
で
個
人
情
報

を
閲
覧
す
る
た
め
の
Ｉ
Ｄ

と
パ
ス
ワ
ー
ド
を
与
え
ら

れ
て
い
た
。

捜
査

１
課
は
昨
年
７

公
務
員
が
職
場
で
個
人

情
報
を
不
正
入
手
す
る
事

件
は
こ
れ
ま
で
も
起
き
て

い
る
。
総
務
省
は
今
回
の

月
、
同
区
内
の
ア
パ
ー
ト

に
侵
入
し
て
２０
代
女
性
に

抱
き
つ
い
た
と
し
て
、
強

制
わ
い
せ
つ
と
住
居
侵
入

容
疑
で
高
橋
容
疑
者
を
逮

捕
。
そ
の
後
、

２０
～
３０
代
の

女
性
４
人
に
対
す
る
強
制

わ
い
せ
つ
容
疑
な
ど
で
逮

捕
し
た
。
被
害
者
計
５
人

事
件
に
つ
い
て
経
緯
を
調

査
す
る
方
針
だ
。

２
０
１
５
年
６
月
に
は

東
京
都
大
田
区
の
職
員
だ

の
う
ち
３
人

に

つ
い
て

も
、
区
の
情
報
シ
ス
テ
ム

で
個
人
情
報
を
閲
覧
し
た

形
跡
が
確
認
さ
れ
た
。

同
課
は
、
自
宅
の
捜
索

で
女
性
約
５０
人
分
の
住
所

や
氏
名
な
ど
の
個
人
情
報

が
記
録
さ
れ
た
パ
ソ
コ
ン

や
手
書
き
メ
モ
を
押
収
。

女
性
宅
で
撮
影
し
た
と
み

ら
れ
る
下
着
の
画
像
を
１

０
０
件
以
上
確
認
し
た
一

高
橋
容
疑
者
は
採
用
さ

れ
た
際
、
職
務
上
知
り
得

た
個
人
情
報
を
悪
用
し
な

い
と
い
う
誓
約
書
を
区
に

提
出
し
て
い
た
。
田
中
大

輔
区
長
は

「区
と
し
て
も

事
実
関
係
を
調
査
し
、
厳

正
に
対
応
し
ま
す
」
と
す

る
コ
メ
ン
ト
を
出
し
た
。

っ
た
男
が
区
役
所
の
端
末

を
操
作
し
、
知
人
女
性
の

住
所
や
生
年
月
日
を
２
０

０
０
回
以
上
開
覧
し
た
と

し
て
、
区
個
人
情
報
保
護

条
例
違
反
容
疑
で
逮
捕
さ

れ
た
。

‐６
年
１
月
に
は
岐
阜
県

職
員
が
人
事
給
与
シ
ス
テ

ム
に
ア
ク
セ
ス
し
、
約
１

万
人
の
生
年
月
日
な
ど
の

個
人
情
報
を
収
集
。
こ
の

情
報
を
使

っ
て
同
僚
女
性

の
ソ
ー
シ
ャ
ル

・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
キ
ン
グ

・
サ
ー
ビ
ス

（Ｓ
Ｎ
Ｓ
）
に
不
正
ア
ク

セ
ス
し
た
と
し
て
、
県
個

人
情
報
保
護
条
例
違
反
容

疑
な
ど
で
逮
捕
さ
れ
た
。

個
人
情
報
の
管
理
に
詳

し
い
園
田
寿

・
甲
南
大
法

科
大
学
院
教
授
（刑
法
）
は

「自
治
体
は
、
職
員
に
対

す
る
個
人
情
報
の
重
要
性

を
認
識
さ
せ
る
研
修
を
定

期
的
に
開
き
、
規
範
意
識

の
徹
底
を
図
る
べ
き
だ
。

ま
た
閲
覧
す
る
際
に
は
上

司
の
許
可
を
取
る
な
ど
チ

ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化
も
重

要
だ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

【神
保
圭
作
、
春
増
翔
太
】

５０
人
分
記
録
所
持

再
逮
捕
容
疑
は
２
０
１

４
年
１０
月
～
１６
年
３
月
に

３
回
、
勤
務
先
の
中
野
区

の
行
政
情
報
オ
ン
ラ
イ
ン

シ
ス
テ
ム
で
同
区
の
２０
代

女
性
の
名
前
や
住
所
を
開

覧
ｏ

‐４
年
１０
月
～
１５
年
１１

月
に
３
回
に
わ
た
り
、
マ

ン
シ
ョ
ン
３
階
に
あ
る
女

性
方
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
侵
入

し
た
と
し
て
い
る
。
同
課

は
ベ
ラ
ン
ダ
で
撮
影
さ
れ

不
正
入
手

あ
と
絶
た
ず

優入容疑

2/

E三」

|

=

|

」


